
神奈川県の公立中学校における部活動の地域移行に係る方針検討会（第１回） 

次 第 

 

日時：令和５年４月 27日（木）14時～16時 30分  

会場：県立スポーツセンター アリーナ１ 研修室 

 

１ 開 会  

⑴ あいさつ 

⑵ 神奈川県の公立中学校における部活動の地域移行に係る方針検討会の役割について 

⑶ 座長及び副座長の指名について 

 

２ 議 事  

⑴ 地域移行に向けた国の取組について 

⑵ 本県の部活動を取り巻く状況について 

 ⑶ これまでの取組及び令和５年度の取組について  

⑷ 本県の部活動に関する方針について 

 

３ そ の 他  

  次回開催予定について 

 

４ 閉 会 

 

 ＜配付資料＞  

資料１ 神奈川県の公立中学校における部活動の地域移行に係る方針検討会設置要綱 

資料２ 部活動の地域連携や地域スポーツ・文化クラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備【概要】 

資料３ 本県の部活動を取り巻く状況について 

資料４ これまでの取組及び令和５年度の取組について 

資料５ 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン【概要】 

資料６ 部活動の地域移行に係る本県の方針について 

  



【委員出席者一覧】 

  

 

【事務局出席者一覧】 
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9
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10
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会長 齋藤　　潤
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12 大和市体育協会 副会長 瀧本　幸文
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15
一般社団神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク
（NPO法人高津総合型スポーツクラブSELF　事務局長）

理事 鈴木　章弘

16 一般社団法人日本フィットネス産業協会 事務局長 松村　　剛
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神奈川県の公立中学校における部活動の地域移行に係る方針検討会設置要綱 

 

 

（設置目的） 

第１条 令和５年度からの改革推進期間に県内の市町村及び市町村教育委員会が、地域の実情に沿

って公立中学校における部活動の地域移行を段階的に進めていけるよう、県としての方針を定め

るに当たり、行政やスポーツ・文化芸術活動等に関わる関係者等の意見を聴取するため、神奈川

県の公立中学校における部活動の地域移行に係る方針検討会（以下「検討会」という。）を置く。 

 

（意見を求める事項） 

第２条 検討会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を行う。 

(1) 公立中学校における部活動の地域移行を進めるための施策に関する事項 

(2) その他、公立中学校における部活動の地域移行を進めるために必要な事項 

 

（設置期間） 

第３条 検討会の設置期間は、当該方針の策定までとする。 

 

（構成員） 

第４条 検討会の構成員は、別表のとおりとする。 

 

（座長及び副座長の設置並びに権限） 

第５条 検討会に座長、副座長を置く。 

２ 座長、副座長は、委員の互選とする。 

３ 座長は、会議の議長となり、会務を総括する。 

４ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。 

５ 座長は、必要に応じて検討会に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

 

（事務局） 

第６条 検討会に関する庶務は、神奈川県教育委員会教育局指導部保健体育課において処理する。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営その他協議会に関し必要な事項は、別に定め

る。 

２ この要綱は当該方針の策定をもって廃止する。 

    

 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月10日から施行する。 

 

 

 

 

 

資料 1 



 

別表（第４条関係） 

   構成団体 

1 中学校部活動関係 神奈川県中学校文化連盟の代表者 

2 神奈川県中学校体育連盟の代表者 

3 学校 神奈川県公立中学校長会の代表者 

4 学校関係団体 神奈川県ＰＴＡ協議会の代表者 

5 神奈川県教職員組合の代表者 

6 市町村行政 神奈川県市町村教育委員会連合会の代表者 

7 神奈川県都市教育長協議会の代表者 

8 神奈川県町村教育長会の代表者 

9 神奈川県都市スポーツ推進連絡協議会の代表者 

10 神奈川県町村体育振興連絡協議会の代表者 

11 スポーツ団体・ 

文化芸術団体等 

公益財団法人神奈川県スポーツ協会の代表者 

12 市スポーツ協会の代表者 

13 町村スポーツ協会の代表者 

14 神奈川県スポーツ推進委員連合会の代表者 

15 総合型地域スポーツクラブの代表者 

16 民間スポーツクラブの代表者 

17 文化芸術団体等の代表者 

18 学識経験者 学識経験者 

 

 



神奈川県の公立中学校における部活動の地域移行に係る方針検討会

（第１回）

資料２～６



（１）地域移行に向けた国の取組について
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資料２
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（２）本県の部活動を取り巻く状況について

資料３
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公立中学校数及び生徒数

■ 県内の公立中学校等の生徒数は、昭和61年の約36万人をピークに約16万人減少。
一方、学校数は４校増加しており、１校当たりの生徒数は減少。

生徒数は

S61（1986）がピーク
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（出典：県教育委員会「学校統計要覧」）
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横浜 川崎 相模原 横須賀 湘南 中 県央 県西 全体

部 活 動 数 1,958 836 487 442 545 422 558 305 5,553

1校当たりの部活動数 13.2 16.4 13.2 13.8 12.4 13.2 12.7 12.2 13.4

1部当たりの部 員数 25.4 23.4 23.7 20.4 23.7 22.6 24.7 19.9 23.8

部 活 動 数 1,893 836 468 370 541 419 533 250 5,310

1校当たりの部活動数 12.9 16.1 12.6 11.6 12.0 12.3 12.1 11.4 12.9

1部当たりの部 員数 24.4 22.5 23.4 21.4 24.2 21.3 22.8 20.5 23.2

R4

H24

■ 10年間で、部活動数は約240部減少。
■ 部活動数の減少割合は、地域によって差がある。

（出典：県中学校体育連盟「運動部活動調査」）

部活動数を減らすことで
１部当たりの部員数が保てている。

部活動の状況
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【合同部活動を設置する部活動の割合（Ｒ４）】【合同部活動設置校数の推移】

（出典：県中学校体育連盟「運動部活動調査」）

■ 日常の練習や大会参加を他校と一緒に行う「合同部活動」を設置する学校
が増加傾向。
■ 合同部活動を実施せざるを得ない状況は、団体競技中心に生じている。



部活動に関する生徒のニーズ

■ 県内公立中学校における運動部活動の加入率は、緩やかに減少。文化部活動はほぼ横ばい。
■ 「友達と楽しく活動する」ことを部活動の目的として加入している生徒の割合が最も多い。

好成績を収めることを最大の目的に部活動に加入している生徒は、２割に満たない。

【部活動に所属している最大の目的】

17.8%
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6.6%

3.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

⼤会・コンクール等でよい成績を収める

チームワーク・協調性・共感を味わう

体⼒・技術を向上させる

友達と楽しく活動する

学校以外に活動場所・施設がない

部活動以外に取り組めるものがない

特にない

その他

（出典：県教育委員会「中学校・高等学校生徒の部活動等に関する調査」/令和３年度）

【部活動加入率】

（出典：県中学校体育連盟「運動部活動調査」） 8
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経験あり

55.6%

経験なし

44.4%

10.8%
9.0%

3.5%
4.8%

6.3%
6.4%

9.9%
6.8%

3.8%
4.0%

8.5%
5.3%

16.9%
2.8%

1.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

技術指導

生徒指導

活動計画

安全管理

登録業務

大会・コンクール参加事務

大会・コンクール引率

練習試合・校外発表等引率

部費徴収業務

用具・備品の購入や管理

保護者対応

事故対応

勤務時間

特になし

その他

■ 公立中学校の運動部活動の顧問教諭は、部活動を指導する上で、勤務時間や大会・コンクールの
引率、技術指導等に負担感を感じている。

■ 公立中学校の運動部活動顧問教諭のうち、４割以上が競技経験のない部活動の指導を行っている。

部活動指導に係る教員の負担感

（出典：県教育委員会「中学校・高等学校生徒の部活動等に関する調査」/令和３年度）
（出典：県中学校体育連盟「運動部活動調査」/令和４年度）

【部活動顧問教諭の競技経験の有無】
【部活動を指導をするうえで、負担だと思うこと】
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■ 中学校の総括教諭・教諭１人当たりの在校等時間等は週63時間26分。
■ 中学校教員の部活動指導に係る週休日・休日の従事時間は２時間22分。

業務内容 勤務日 週休日・休日

児童・生徒の指導 9:19 2:59

うち部活動 0:38 2:22

学校運営にかかわる業務 1:15 0:07

外部対応 0:12 0:00

校外 0:16 0:01

その他 0:06 0:02

63:26

（出典：県教育委員会「神奈川県公立学校教員勤務実態調査の集計結果(速報)について」/令和４年度）

（時間：分）

【１週間当たりの在校等時間等】 【教員一人当たりの業務内容別の在校等時間】

＜中学校＞ ＜中学校＞
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地域のスポーツ団体等の状況

■ スポーツ少年団数

団数
団員数

男子 女子 計
R4 332 4,652 2,174 6,826
R3 342 4,809 2,131 6,940

増減 △10 △157 43 △114

（出展：公益財団法人日本スポーツ協会「日本スポーツ少年団登録」

（出展：県スポーツセンター調べ）

■ 県内の総合型地域スポーツクラブ数（令和４年3月30日時点）
創設済み 99箇所
創設準備中 ４箇所

■ 総合型地域スポーツクラブの未設置自治体
４市町（海老名市、中井町、大井町、湯河原町）
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 県内の体育・スポーツ施設の約６割は、学校の体育・スポーツ施設。
 公民館等の数は、中学校数に対して十分ではない。

学校体育・ス

ポーツ施設

4,758 箇所

62.2%
大学・高専

体育施設

248 箇所

3.2%

公共スポー

ツ施設

1,541 箇所

20.2%

民間スポーツ

施設

1,098 箇所

14.4%

県内の体育・スポーツ・文化関係施設の設置状況

（出典：スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査/平成30年度」

（出典：神奈川県公民館連絡協議会「市町村立公民館及び類似施設の設置状況の調査結果/令和４年度」）

【公民館等の設置状況】【体育・スポーツ施設設置状況】

横浜市 川崎市 相模原市 横須賀地区 湘南地区 中地区 県央地区 県西地区 計

公民館 0 13 32 3 24 44 33 7 156

類似施設 1 1 12 26 20 16 46 17 139



（３）これまでの取組及び令和５年度の取組について

・ 地域部活動連絡会

・ 秦野市、大磯町の実践研究紹介

資料４

13
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地域部活動連絡会（年4回）

・講 演 「行政間の連携について」（第１回）
・講 演 「学校と地域でつくる部活動改革」（第２回）
・県内の先行事例紹介（秦野市・大磯町）
・スポーツ安全保険についての情報提供
・神奈川県スポーツ協会より情報提供 「県内の総合型地域スポーツクラブ等について」
・神奈川県サッカー協会より情報提供 「神奈川県サッカー協会の現状」
・神奈川県吹奏楽連盟より情報提供 「部活動の地域移行に向けて」
・協 議 「各市町村での地域移行を進めるために」（第１、３、４回）

（行政関係） 県・市町村の教育委員会・スポーツ主管課・文化主管課の担当者
（スポーツ団体）県・市町村スポーツ協会・県・市町村競技団体代表者・総合型地域スポーツクラブ代表者 等
（文化団体） 県吹奏楽連盟代表者・県合唱連盟代表者・県演劇連盟代表者・各種文化団体代表者 等
（中学校関係）校長・教職員・PTA役員・県PTA協議会代表者

中学校体育連盟関係者・中学校文化連盟関係者

【対象】

【実施内容】

第１回：令和４年5月20日（金）

第２回：令和４年８月30日（火）

第３回：令和４年10月３日（月）

第４回：令和４年12月７日（水）
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 講演では、県外の先行事例を紹介することで、参加者の意識を高めることができた。また、アンケート調
査等の具体的な取組を参考とすることで、実際に地域移行に向けて動き出す市町村がみられた。

 協議を通して市町村ごとの現状・課題について情報共有することができた。
 各地区に共通する課題として、「指導者の確保」・「場所の確保」・「活動にかかる費用」が挙げられた。
 自治体の目指す方向性として、「教育的視点を残した地域移行から、独自のスタイルを確立」、「教員の

意向を確かめ、無理のない方法で進めていく」、「それぞれの地域の実情に応じて検討し、地域全体とし
て取り組む」等の意見が挙がった。

 一部の地域では、部活動に参加する生徒が減少しており、従来の部活動の活動形態が保てなくなっている
ため、自治体内で広域連携の方向を検討していることがわかった。

【成果】
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秦野市、大磯町の実践研究紹介 （秦野市）

部活動 参加中学校 主な活動場所 活動形態（指導者等）

剣道部 全９校 西中学校（５校）
鶴巻中学校（４校）

• 剣道連盟に登録している指導者（市内中学校教員を含む）が指導。
• 費用負担なし。
• 指導者への謝金は県委託金を活用し、市教委より支払われる。

• 市内の中学校を地域ごとに２つのエリアに分けて中学校で活動。
（遠方の場合は保護者送迎）

• 活動日は月１回を目標に実施

• 今後は市スポーツ協会と剣道連盟が連携して活動を継続実施して
いく。

サッカー部 東中学校 東中学校 • 元々、地域の小学校サッカークラブで指導していた指導者と東中学
校部活動顧問教諭が兼業兼職許可を得て指導。

• 費用負担は保険料。
• 指導者への謝金は県委託金を活用し、市教委より支払われる。
• 基本的に毎週活動している。（年間５２回程度）
• 部員が少ないため、他校との合同部活動の可能性を模索。



【課題】

活動費用は国庫補助を活用し、今後の費用負担については検討が必要。

教員が指導にあたる際の体制整備が必要。

部活動 参加中学校 主な活動場所 活動形態（指導者等）

吹奏楽部 南中学校 南中学校 • 秦野市部活動指導協力者と学校部活動顧問教諭３名とボランティ
ア（社会人・学生）が指導。

• 費用負担は保険料。
• 指導者への謝金は県委託金を活用し、市教委より支払われる。
• 基本的に毎週活動している。（年間５２回程度）

体操部 大根中学校 大根中学校 • 東海大学体操競技部学生と兼業兼職許可を得た指導を希望する
市内中学校教員が指導。

• 費用負担はなし。

• 指導にあたる学生が毎回交代するが、指導日誌により留意事項な
どを引き継ぐ。

• 指導者への謝金は県委託金を活用し、市教委より支払われる。
• 基本的に毎週活動している（年間５２回程度）。
• その他、月に数回、地域の体操スクール（幼児~小学生）と共に活

動。

秦野市、大磯町の実践研究紹介 （秦野市）

17
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部活動 参加中学校 主な活動場
所

活動形態（指導者等）

ソフトテニス部 大磯中学校
国府中学校

大磯中学校 • 町内のソフトテニス活動クラブ「大磯クラブ」が受入れ、指導。
• 費用負担は中学生は保険料のみ。その他は活動経費を支払う。
• 活動日は毎週休日、中学生は希望生徒が参加。
• その他、幼児・小学生と共に活動している。

• 参加者の保護者が一緒にプレイしたり、球出しをしたり指導に携
わっている。

【課題】

 活動費用は国庫補助を活用し、一部を参加生徒が負担しているが、今後の費用負担については
検討が必要。

 活動場所は中学校以外の公共施設利用について検討が必要。

秦野市、大磯町の実践研究紹介 （大磯町）



令和５年度の地域移行関連の取組について

市町村

国

県
ス
ポ
ー
ツ
庁

文
化
庁 総括コーディネーター配置

• 地域スポーツ・文化団体と学校との連絡
調整等を担う橋渡し人材を県に配置

県市町村地域部活動連絡会
の開催

【概要】
• 年３回（５,10,２月開催）
• 国の動向等に係る情報提供
• 県内外の地域移行の先行事例の

紹介等
• 市町村（政令市を含む）の情報

交換 等

市町村推進協議会の
設置・運営

【求められる取組】
• 年１回以上開催
• 地域移行に関する方針等

の策定
• 地域移行に関する進捗状

況の把握
• コーディネーターを配置

している場合は活動状況
の確認、共有 等

【構成員例】
教育委員会、スポーツ担当
部局、文化芸術担当部署、
中学校長会
その他、実状に応じて人選

県推進協議会等の設置・運営

【概要】
• 年３回（４,７,９月）開催
• 地域移行に関する方針策定
• 市町村の取組の進捗把握
• 地域移行の取組に係る協議 等
【構成員（予定）】
県教育委員会、スポーツ担当部局、
文化芸術担当部局、県中学校体育連盟、県
中学校文化連盟、県スポーツ協会等

実施主体

• 地域での多様な活動に
よる協力・支援

• 安全管理

総合型地域
スポーツ
クラブ

市町村
文化芸術団体

市町村
スポーツ協会

公民館

地域学校協働
本部

大学

競技団体

民間事業者

地域の指導者

推進プロジェクトチームによる検討・調整
県教育委員会、スポーツ担当部局、文化芸術担当部局

人材バンクの整備
• 広域的な人材バンクの設置及び

指導者の登録推進。

部活動指導者対象の講習会開催

• マネジメントや体罰防止に関する知識等、
資質向上に向けた講習

・企画、運営
・連絡調整

• 部活動の適切
な運営

• 部活動指導員
の活用の実施

• 安全管理 等

等

【求められる取組】

中学校

コーディネーター配置
• 連絡調整
• 外部指導者の派遣調整等

連携連携

連絡調整等

新

新

新

教員の働き方改革
部活動指導員配置補助 25人➡39人

継

継

拡 支援

将来にわたり、中学生がスポーツ・文化芸術等の活動に継続して親しむことができる機会を確保し、学校における働き方改革も推進
市町村において地域移行に向けた方針等を策定する場合は、国のガイドライン及び県の方針を参考に策定
地域移行は、各市町村の実情に応じて段階的に推進
県は、積極的に進める市町村を支援・先行事例として広め、県全体の取組を押し上げる。

県の基本的
な考え方

※点線の取組は、各市町村
の実情に応じて対応
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（４）本県の部活動に関する方針について
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資料５
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 本県の公立中学校における部活動の現状・動向を明らかにする中で、国が示したガイドラインの「Ⅱ新
たな地域クラブ活動」、「Ⅲ学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備」、
「Ⅳ大会等の在り方の見直し」の３つの柱に沿い、本県のスポーツ及び文化芸術等に寄与する地域団体
等の活動を反映した方針とする。

 市町村で実施される先行的な取組を紹介し、他の地域での取組の参考となるよう、追録的に整理し、適
宜方針を改定していく。

部活動の地域移行に係る本県の方針について

１ 方針の構成

Ⅰ はじめに
Ⅱ 県内公立中学校における部活動を取り巻く状況

Ⅲ 本県における地域移行について
 新たな地域クラブ活動
 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備
 大会等の在り方の見直し

別冊 地域移行先行事例集
 移行パターン例
 部活動単位の移行事例
 実施上の課題と成果 等

必要に応じ改定
（改革推進期間である
令和５～７年度の方針）

年１回程度改定
（追録的管理）

２ 方針の構成イメージ

国ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
のⅡ~Ⅳに
沿った内容

資料６


